
奈
良
県
介
護
従
事
者
確
保
の
た
め
の
外
国
人
留
学
生
修
学
支
援
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

奈
良
県
知
事
荒
井
正
吾

奈
良
県
規
則
第
十
八
号

奈
良
県
介
護
従
事
者
確
保
の
た
め
の
外
国
人
留
学
生
修
学
支
援
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
奈
良
県
介
護
従
事
者
確
保
の
た
め
の
外
国
人
留
学
生
修
学
支
援
資
金
貸
与
条

例
（
令
和
元
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条
こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
貸
与
の
申
請
手
続
）

第
三
条
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
支
援
資
金
貸
与
申
請
書
（
第
一
号

様
式
）
を
知
事
が
定
め
る
期
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
支
援
資
金
貸
与
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
留
学
生
修
学
支
援
計
画
書
（
第
二
号
様
式
）

二
留
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
決
定
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類

三
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
貸
与
の
決
定
通
知
）

第
四
条
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
内
容
を
審
査
し
、
支
援
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
支
援
資
金
貸
与
決
定
通

知
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
。

（
交
付
の
請
求
等
）

第
五
条
支
援
資
金
の
貸
与
の
決
定
を
受
け
た
法
人
は
、
支
援
資
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
支
援
資
金
交
付
請
求
書
（
第
四
号
様
式
）
に
請
求
金
額
内
訳
書
（
第
五
号
様
式
）
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
は
、
そ
の
都
度
、
借
用
証
書
（
第
六
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
修
学
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
）



第
六
条
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
日
本
語
教
育
機
関
に
あ
っ
て
は
一
年
と
し
、

養
成
施
設
に
あ
っ
て
は
正
規
の
修
学
年
限
に
相
当
す
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
災
害
、

疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
返
還
債
務
の
免
除
の
申
請
手
続
）

第
七
条
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
条
例
第
七
条

の
規
定
に
よ
り
返
還
債
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
返
還
免
除

申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
に
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
）

第
八
条
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
介
護
休
業
そ
の
他
知
事
が
定
め
る

事
情
と
す
る
。

（
災
害
の
程
度
）

第
九
条
条
例
第
七
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
災
害
の
程
度
は
、
支
援
留
学
生
の
住
居
又
は
家
財
に

二
分
の
一
以
上
の
損
害
を
与
え
る
も
の
で
、
債
務
の
返
還
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
返
還
猶
予
の
申
請
手
続
）

第
十
条
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
支
援
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
法

人
は
、
返
還
猶
予
申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
に
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
支
援
資
金
の
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
さ
れ
た
法
人
は
、
当
該
猶
予

さ
れ
た
理
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
事
項
等
の
届
出
等
）

第
十
一
条
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

直
ち
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
変
更
事
項
等
届
出
書
（
第
九
号
様
式
）
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
貸
与
を
受
け
た
支
援
資
金
の
返
還
債

務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
法
人
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
代
表
者
の
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

二
支
援
留
学
生
が
条
例
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
終
了
し
た
と

き
。

三
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
支
援
留
学
生
（
当
該
者
に
係
る
支
援
資
金
の
返
還
債
務
の
残
存



が
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
修
学
又
は
就
労
の
状
況
に
変
更
が
生
じ
た
と

き
。

２
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
は
、
毎
年
度
四
月
末
ま
で
に
、
同
月
一
日
現
在
に
お
け
る
支
援

留
学
生
に
係
る
状
況
に
つ
い
て
、
支
援
留
学
生
状
況
報
告
書
（
第
十
号
様
式
）
に
よ
り
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
貸
与
を
受
け
た
支
援
資
金
の
返
還
債
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
二
条
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



第１号様式（第３条関係）
年 月 日奈良県知事 殿　 申請者 法人の名称主たる事務所の所在地　　 代表者氏名 印電話番号

優先順位 居住費等生活費  　年　月　日～　 年　月　日入学準備金    年　月　日　　　　　　入学予定就職準備金 　 年　月　日　　　　　　就職予定居住費等生活費  　年　月　日～　 年　月　日入学準備金    年　月　日　　　　　　入学予定就職準備金 　 年　月　日　　　　　　就職予定居住費等生活費  　年　月　日～　 年　月　日入学準備金    年　月　日　　　　　　入学予定就職準備金 　 年　月　日　　　　　　就職予定居住費等生活費  　年　月　日～　 年　月　日入学準備金    年　月　日　　　　　　入学予定就職準備金 　 年　月　日　　　　　　就職予定居住費等生活費  　年　月　日～　 年　月　日入学準備金    年　月　日　　　　　　入学予定就職準備金 　 年　月　日　　　　　　就職予定合計注１　申請に当たっては、留学生が養成施設を卒業後、奈良県内に所在する事業所又は施設において、５年間（過疎地域にあっては、    ３年間）就労する意思があることを確認してください。　２　留学生に係る支援資金の総額を申請してください（日本語教育機関については１年分、養成施設については正規の修学期間分を    上限とします。）。 計計
計計

　３　法人内での「優先順位」を踏まえ、予算の範囲内で貸付決定を行います。

期間等 金額（円）
計

受付番号

留学生氏名 対象経費

支援資金貸与申請書

記支援資金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 備考
　奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例第３条の規定による支援資金の貸与を受けたいので、申請します。  なお、奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金の貸与を受けるに当たり、介護福祉士の資格取得を目指す留学生の修学等を支援するとともに、この資金の貸与に係る条例等を遵守し、届出その他の義務について誠実に履行することを誓約します。



第２号様式（第３条関係）
　 法人名

〔事業開始年月日：　　　　　　　　〕〔就労条件・業務内容〕
〔事業開始年月日：　　　　　　　　〕〔就労条件・業務内容〕
〔事業開始年月日：　　　　　　　　〕〔就労条件・業務内容〕
〔事業開始年月日：　　　　　　　　〕〔就労条件・業務内容〕
〔就労条件・業務内容〕

施設等名称 所在地市町村名資格外就労の予定
留学生修学支援計画書

優先順位 留学生氏名 国籍 支援計画〔学習や日常生活における支援体制、相談体制等〕〔事業開始年月日：　　　　　　　　〕



第３号様式（第４条関係）
年 月 日

様

奈良県知事 印

居住費等生活費

入学準備金

就職準備金

居住費等生活費

入学準備金

就職準備金

居住費等生活費

入学準備金

就職準備金

居住費等生活費

入学準備金

就職準備金

居住費等生活費

入学準備金

就職準備金

　　　年　　月　　日付けで申請のありました奈良県介護従事者確保のための外国人留学

生修学支援資金につきましては、下記のとおり貸与することに決定しましたので、奈良県

介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例施行規則第４条の規定により

通知します。

支援資金貸与決定通知書

 　年　月　日～　 年　月　日入学予定日　　　　年　月　日就職予定日　　　　年　月　日
計

入学予定日　　　　年　月　日 　年　月　日～　 年　月　日就職予定日　　　　年　月　日
 　年　月　日～　 年　月　日入学予定日　　　　年　月　日就職予定日　　　　年　月　日

計

記

貸付決定番号

 　年　月　日～　 年　月　日入学予定日　　　　年　月　日就職予定日　　　　年　月　日
計

 　年　月　日～　 年　月　日入学予定日　　　　年　月　日対象経費管理番号 留学生氏名 貸与金額（円）
計

期間等

合計

就職予定日　　　　年　月　日

計



第４号様式（第５条関係）
　　年　　　月　　　日奈良県知事　　　　殿 法人の名称主たる事務所の所在地代表者氏名 印電話番号

支援資金交付請求書

　奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金について、下記のとおり請求します。
金　　　　　　　　　　　　円記

　ただし、　　　年度分の奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金

注　奈良県介護従事者のための外国人留学生修学資金貸与条例施行規則第５条　第１項に規定する請求金額内訳書（第５号様式）その他知事が必要と認める　書類を添付すること。
口座番号口座名義人（ｶﾅ）

口座振替先
金融機関名支店名預金種別



第５号様式（第５条関係）

注　奈良県介護従事者のための外国人留学生修学資金貸与条例施行規則第５条第１項に規定する支援資金交付請求書（第４号様式）に添付すること。

請求金額内訳書

貸付決定額 交付済額 今回請求額計

計

対象経費 ③就職準備金①居住費等生活費 ②入学準備金貸付決定番号 管理番号 留学生氏名 貸付決定額 交付済額 今回請求額 貸付決定額 交付済額 今回請求額 貸付決定額 交付済額 今回請求額



第６号様式（第５条関係）

上記のとおり借用しました。

　　　　　年　　　月　　　日

奈良県知事　殿

法人の名称

主たる事務所の所在地

代表者氏名 印
電話番号

　ただし、　　年度分の奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

借　用　証　書



第７号様式（第７条関係）
年 月 日奈良県知事 殿　 申請者 法人の名称主たる事務所の所在地　　 代表者氏名 印　　 電話番号

所在地施設等名称卒業等年月日 年 月 日 （　卒業　）所在地施設等名称卒業等年月日 年 月 日 （　卒業　）

注　免除を受けようとする事由を証する書類等を添付すること。

免除を受けようとする額
卒業後の状況疾病、育児休業その他規則で定める特別な事情により業務に従事することができなかった期間免除を受けようとする理由備考

　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで

返還免除申請書

　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで
　　年　　月　から　　年　　月　まで・現在 　年　　か月　　年　　月　から　　年　　月　まで・現在 　年　　か月 所在地名称名称所在地

　下記の者に係る支援資金について、奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例第６条又は第７条の規定による支援資金の返還債務の免除を受けたいので申請します。〔管理番号〕

期間
期　　　間

　総額　　　　　　　　　　　　　　円　うち、居住等生活費　　　　　　　円（期間:　　年　月～　　年　月）　　　　入学準備金　　　　　　　　円　　　　就職準備金　　　　　　　　円

就労先の所在地・名称
　　　　　　　　　　　円

氏　　名貸与を受けた支援資金の額
修学した養成施設
修学した日本語教育機関

理　　　由



第８号様式（第１０条関係）
年 月 日奈良県知事 殿　 申請者 法人の名称主たる事務所の所在地　　 代表者氏名 印　　 電話番号

所在地施設等名称卒業等年月日 年 月 日 （　卒業　）所在地施設等名称卒業等年月日 年 月 日 （　卒業　）

注　猶予を受けようとする事由を証する書類等を添付すること。備考

　下記の者に係る支援資金について、奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例第９条の規定による支援資金の返還債務の履行の猶予を受けたいので申請します。氏　　名貸与総額及び貸与期間返還済額及び返還期間返還猶予申請額及び希望する猶予期間修学した日本語教育機関
所在地名称

期間 就労先の所在地・名称　　年　　月　から　　年　　月　まで・現在 　　年　　か月 所在地　　年　　月　から　　年　　月　まで・現在 　　年　　か月
修学した養成施設
卒業後の状況

返還猶予申請書

　　　　　　　　　　　　　　円　　　　年　　月から　　　年　　月まで（　　　年　　か月）

名称

　　　　　　　　　　　　　　円　　　　年　　月から　　　年　　月まで（　　　年　　か月）

猶予を受けようとする理由

〔管理番号〕　総額　　　　　　　　　　　　円　うち、居住等生活費　　　　　円（期間：　年　月～　年　月）　　　　入学準備金　　　　　　円　　　　就職準備金　　　　　　円



第９号様式（第１１条関係）
年 月 日

奈良県知事 殿

　 申請者 法人の名称

主たる事務所の所在地

　　 代表者氏名
印

　　 電話番号

　　　　　年　　　　　月　　　　　日

届出事項の

発生年月日

届出内容

変更事項等届出書

　奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例施行規則第１１条第１

項の規定により下記のとおり届け出ます。

届出事項



第１０号様式（第１１条関係）
年 月 日奈良県知事 殿 申請者 法人の名称主たる事務所の所在地　　 代表者氏名 印　　 電話番号

支援留学生状況報告書

　奈良県介護従事者確保のための外国人留学生修学支援資金貸与条例施行規則第１１条第２項の規定により、　　年４月１日現在における支援留学生の状況を報告します。管理番号 留学生氏名 ４月１日現在の状況 支援資金の貸付状況貸付決定額(円) 交付額(円) 返還未済額(円)

注１　修学中の支援留学生については、日本語教育機関又は養成施設の名称及び所在地並びに支援留学生の学年を記載　　すること。　２　就労中の支援留学生については、就労先の法人の名称、事業所の名称及び所在地並びに介護福祉士の業務に従事　　した年数を記載すること。　３　１及び２に掲げるもののほか、支援資金の返還等に関して、特に報告が必要な事項（支援留学生が行方不明であ　　るとき等）があれば、詳しく記載すること。
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